
佐野市

地域生活支援拠点等体制の概要



○佐野市の概況

•人 口（令和6年9月現在）

113,248人

•障害者手帳交付状況
（令和6年4月1日現在）

3,545人身体障害者手帳所持数

1,184人療育手帳所持数

1,283人精神保健福祉手帳所持数



○佐野市の福祉サービス事業所数（令和6年9月1日現在）

17児童発達支援15居宅介護

25放課後等デイサービス7短期入所

3保育所等訪問支援6生活介護

0障害児短期入所1施設入所支援

3一般相談支援0自立生活援助

9障害児相談支援13共同生活援助

11特定相談支援0自立訓練（機能訓練）

0自立訓練（生活訓練）

3就労移行支援

8就労継続支援（A型）

17就労継続支援（B型）

2就労定着支援



○拠点等の体制概要

• 設置時期：平成29年4月1日
• 整備類型：多機能拠点＋面的整備
• 委託法人等：社会福祉法人とちのみ会
• 備えている機能
①相談
②緊急時の受入れ・対応
③体験の機会・場
④人材の確保・養成
⑤地域の体制づくり
⑥予防支援



＜体制図＞

相談支援事業所

医療機関

当事者団体

①相談
③居住支援、体験の場
（GH）、日中活動の場

（福）Ｂ

①④相談（専門性の必要なものを含む）
（基幹相談支援センター）

③居住支援・体験の場（GH）、日中活動
の場

（福）Ａ

③高齢化に対応した
日中活動の場

（福）Ｃ

①④相談（専門性の必要なものを含む）
（基幹相談支援センター）

②緊急時の受入（短期入所）、対応（地域定着、
居宅介護、行動援護）、災害時の対応
③居住支援・体験の場（短期入所、GH）、日
中 活動の場
⑤コーディネーターの配置
⑥予防支援（再発予防、障害の早期発見・支援、
家族支援）

面的支援における連携・調整

（福）とちのみ会

地域包括支援
センター 等

利用者



＜相談・コーディネート窓口＞

•相 談

平日日中 担当相談支援専門員

障がい者相談支援センターみどり

夜間休日 障がい者相談支援センターみどり

1名体制（相談支援専門員1名）
•コーディネート機能

障がい者相談支援センターみどり



※コーディネート機能の詳細

• 障がい者相談支援センターみどり
（２４時間３６５日対応）

相談支援専門員が携帯電話を持ち、夜間にも対応。

• 相談記録の作成
相談の聞き取りシートを作成する。

• 必要があれば支援方法を検討し、対応する。
短期入所 居宅介護 駆けつけ対応



〇対象者：介護者が病気等のやむを得ない理由
により急に介護できなくなった方

※原則として事前登録制

〇受入れ事業所：短期入所を行う２事業所

〇実施方法：短期入所を利用しての実施

〇利用期間：原則として１週間以内

＜緊急時受入れの内容＞



○相談支援体制の整備
２４時間３６５日の相談の確保

○緊急時対応の整備
受入体制の確保

短期入所満床時の受入方法

緊急支援対象者の抽出

＜重点を置いていること＞



★ 実 績 （令和６年３月３１日現在）

＜登録者の状況＞

（登録者） 75名
（内 訳）

性 別：男性45名 女性30名
障がい：知的52名 身体3名 重複20名

※平成29年度は登録者16名。

今後、サービスに繋がっていないケースについては、本

人及び家族の状況を確認し、必要に応じて登録を勧める
予定。



対応延べ総数 ７件

(内 訳)  
性 別：男性５件 女性２件

障がい：知的６件 重複1件
登録有無：登録有３件 登録無４件

対応経路は佐野市障がい福祉課や近隣住民（民生委員）、
事業所、警察など様々。

★ 対応状況 （令和５年度）



○緊急時の受入れ・対応及び
人材の確保・養成のための取り組み

• 人材養成・受け入れ態勢の強化を目的に、「栃木
県障害施設・事業協会」「栃木県障害者総合相談
所」の実施する強度行動障害支援者養成研修への
計画的な参加。

• 上記研修へ講師として職員の派遣。
※とちのみ会研修修了者

基礎研修修了者 44名
実践研修修了者 45名

取り組んでいること①（令和5年度）



（周知・啓発）
• 毎年、「佐野市民生委員・児童委員協議会総会」
で佐野市安心生活支援事業について説明と紹介を
実施。

（関係機関との連携）
• 「障がい者相談支援センターみどり」・「相談支
援事業所さの」2カ所の基幹相談支援センターで相
談・対応を実施。

（関係者の研修）

• 推進委員会を設置し、各機能における事例検
討や振り返りを実施。

取り組んでいること②（令和5年度）



• 面的整備の充実
他法人、他事業所と定期的な情報交換の場を設ける。

• 拠点事業の更なる周知の徹底
市民、他事業所、医療機関（総合病院、精神科、開

業医）への更なる周知及び連携の機会を増やす。

• 地域資源の充実
行動障がいの方、医療的ケアを必要とする方の受入

れ先の確保のため、人材育成・確保に努めるとともに、
多機関や他事業とのさらなる連携を進めて行く。

＜課題及び今後の方針＞



その他関連する取組・参考資料
フロム浅沼 リーフレット 表



フロム浅沼 リーフレット 裏


